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１ もし信託がなかったら．．． 

 ⑴ 認知症になった後の贈与は可能？ 

 

 

 

 

 

  相談内容：父死亡時に母が大半の財産を承継しており、その後は相続税対策として母 

       から長男・長女へ生前贈与を少しずつ行っています。最近母が同じことを  

       繰り返して話すようになり、このまま悪化すると認知症になるかもしれま 

       せん。医師に認知症と診断された場合、母からの贈与は継続してもよいの 

       でしょうか？ 

  

  認知症の発症（医師による診断） 

   → 意思能力の低下・欠如 

     → 法律行為に制限が加えられる 

  

 

 

  

＜参考＞ 

 元気 認知症 死亡 ２代先、３代先 

全て自分の意思でで

きる 

自分では管理・処分 

不可 

成年後見人、任意後見

人で対応 

ただし、管理・処分に

多くの制限 

遺言で誰に承継させ

るか指定は可能 

管理方法は指定不可

（法的に効力がある

形では） 

何もできない 
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